
紹介と批評

細
川
重
男
著

『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』

　
鎌
倉
幕
府
の
政
治
体
制
と
し
て
の
執
権
政
治
の
中
で
、
特
に
得
宗

専
制
政
治
と
言
う
時
期
を
初
め
て
設
定
し
た
の
は
佐
藤
進
一
氏
で
あ

る
。
佐
藤
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
得
宗
専
制
と
い
う
文
言

は
、
鎌
倉
政
権
後
期
の
政
治
、
法
制
史
研
究
を
行
う
前
提
と
し
て
学

会
に
定
着
し
て
い
る
。
本
書
は
得
宗
専
制
の
実
態
解
明
の
た
め
、
得

宗
主
催
の
秘
密
会
議
で
あ
る
「
寄
合
」
及
び
そ
の
構
成
員
た
る
「
寄

合
衆
」
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
本
書
の
構
成
を

示
す
。

　
序
論
研
究
史
と
研
究
方
法

第
一
部
　
鎌
倉
政
権
に
お
け
る
家
格
秩
序
の
形
成

　
小
　
序
　
幕
府
役
職
と
家
系

　
第
一
章
北
条
氏
の
家
格
秩
序

　
第
二
章

　
第
三
章

　
第
四
章

　
第
五
章

　
第
六
章

第
二
部

　
第
一
章

　
第
二
章

　
第
三
章

結
　
論

あ
と
が
き

　
幕
府
職
制
を
基
準
と
す
る
家
格
秩
序
の
形
成

　
得
宗
家
公
文
所
と
執
事

　
得
宗
家
執
事
長
崎
氏

　
諏
訪
左
衛
門
入
道
直
性
に
つ
い
て

　
尾
藤
左
衛
門
入
道
演
心
に
つ
い
て

鎌
倉
政
権
後
期
政
治
史
の
研
究

　
「
弘
安
新
御
式
目
」
と
得
宗
専
制
の
成
立

　
嘉
元
の
乱
と
北
条
貞
時
政
権

　
北
条
高
時
政
権
の
研
究

専
制
と
合
議

寄
合
関
係
基
本
史
料

鎌
倉
政
権
上
級
職
員
表

　
本
書
で
著
者
が
「
鎌
倉
幕
府
」
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら
に
「
鎌
倉

政
権
」
と
し
て
い
る
の
は
、
当
該
期
の
政
治
運
営
が
、
本
来
の
幕
府

機
構
と
、
そ
れ
と
は
本
来
別
個
の
機
関
で
あ
っ
た
得
宗
家
家
政
機
関

が
融
合
し
た
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
る
主
張
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
の
政
治
形
態
と
し
て
の
得
宗
専
制
を
佐

藤
進
一
氏
が
初
め
て
提
唱
し
て
か
ら
既
に
半
世
紀
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
る
が
、
関
連
す
る
残
存
史
料
が
僅
少
と
い
う
状
態
が
改
善
さ
れ

113



法学研究75巻4号（2002：4）

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
専
制
政
治
成
立
の
時
期
、
得
宗
領
、

得
宗
被
官
等
の
側
面
で
、
個
別
の
研
究
の
進
展
は
あ
っ
た
も
の
の
、

専
制
体
制
そ
の
も
の
の
実
態
解
明
は
殆
ど
進
捗
を
見
な
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
本
書
で
は
、
可
能
な
限
り
の
史
料
の
丹
念
な
博
捜
応
用

に
努
力
し
、
家
格
秩
序
と
い
う
新
た
な
視
点
を
用
い
て
大
き
な
成
果

を
得
た
こ
と
は
、
研
究
史
の
上
で
も
確
か
な
地
歩
を
印
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
本
書
は
二
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
部
で
は
、

鎌
倉
政
権
に
お
け
る
家
格
秩
序
の
形
成
、
第
二
部
で
は
得
宗
専
制
に

関
わ
る
後
期
鎌
倉
政
権
に
お
け
る
政
争
な
ど
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
以
下
各
々
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　
序
論
で
は
、
得
宗
専
制
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
提
唱
者
で
あ
る

佐
藤
氏
は
弘
安
八
年
霜
月
騒
動
を
そ
の
画
期
と
す
る
が
、
諸
説
が
あ

っ
て
現
在
の
学
会
に
お
い
て
の
定
説
的
見
解
に
は
到
達
し
て
い
な
い

現
状
を
指
摘
し
、
分
析
の
視
点
を
提
案
す
る
。
佐
藤
氏
の
得
宗
専
制

論
が
明
確
な
主
張
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
立
期
に
は
諸

説
あ
っ
て
定
ま
っ
て
い
な
い
原
因
を
、
「
専
制
」
と
い
う
言
葉
の
も

つ
曖
昧
さ
に
あ
る
と
指
摘
し
、
「
専
制
」
を
主
体
型
と
シ
ス
テ
ム
型

の
二
類
型
に
分
類
し
て
考
察
す
る
視
角
と
、
役
職
・
地
位
に
よ
る
家

格
秩
序
か
ら
の
分
析
を
主
張
し
て
い
る
。
特
に
後
者
の
視
点
は
、
従

来
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
た
北
条
氏
、
外
様
御
家
人
、
御
内
人
、
在

地
領
主
、
法
曹
官
僚
な
ど
と
い
う
分
類
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
寄
合

と
寄
合
衆
を
得
宗
専
制
期
の
最
も
重
要
な
存
在
と
捉
え
て
、
寄
合
衆

を
当
該
期
家
格
秩
序
の
中
心
と
な
る
家
柄
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と

で
、
全
く
新
た
な
分
析
を
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
北
条
氏
を
対
象
と
し
た
考
察
を
行
う
。
鎌
倉
末
期

に
は
北
条
氏
は
数
十
流
に
も
分
出
し
た
一
族
が
数
え
ら
れ
る
が
、
役

職
就
任
者
を
抽
出
し
て
系
図
を
作
成
す
る
と
、
役
職
は
特
定
の
家
系

に
集
中
し
て
い
る
事
実
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
家
系
は
役
職
を

基
準
と
し
て
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
執
権
・
連

署
・
寄
合
衆
と
い
う
最
高
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
可
能
な
家
系
と
、

引
付
頭
人
を
最
高
職
と
す
る
家
系
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
家

系
を
家
格
と
し
て
考
え
、
各
々
、
寄
合
衆
家
、
評
定
衆
家
と
名
付
け

て
い
る
。
寄
合
衆
家
は
得
宗
家
を
含
む
八
家
、
評
定
衆
家
は
十
二
家

で
あ
り
、
北
条
氏
内
部
で
は
以
上
の
二
十
家
が
幕
府
の
要
職
を
世
襲

的
に
独
占
し
て
い
た
特
権
層
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

　
第
二
章
は
、
非
北
条
氏
系
氏
族
を
対
象
と
す
る
考
察
で
あ
る
。
非

北
条
氏
系
氏
族
で
は
、
安
達
・
大
曽
禰
・
佐
々
木
・
宇
都
宮
・
後

藤
・
撮
津
・
長
井
・
二
階
堂
・
康
信
流
三
善
・
清
原
の
十
氏
が
北
条

氏
と
と
も
に
要
職
就
任
者
を
輩
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
氏
を
個

別
に
考
察
し
、
そ
の
結
果
、
非
北
条
氏
系
氏
族
に
も
北
条
氏
と
同
様

の
幕
府
役
職
を
基
準
と
す
る
家
格
秩
序
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
す
る
。
外
様
御
家
人
系
八
家
、
法
曹
官
僚
系
十
四
家
の
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計
二
十
二
家
が
、
非
北
条
氏
系
氏
族
で
幕
府
要
職
就
任
者
を
輩
出
す

る
こ
と
が
出
来
る
家
格
を
持
ち
、
さ
ら
に
こ
の
う
ち
七
家
が
寄
合
衆

に
至
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
幕
府
役
職
を

基
準
と
す
る
家
格
秩
序
は
、
特
定
氏
族
内
部
の
家
格
秩
序
と
し
て
存

在
す
る
の
で
は
な
く
、
幕
府
に
お
け
る
家
格
秩
序
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
得
宗
家
家
政
機
関
で
あ
る
公
文
所
に
つ
い
て
、
執

事
を
中
心
と
す
る
公
文
所
の
役
職
と
そ
の
構
成
員
を
中
心
に
考
察
す

る
。
得
宗
家
公
文
所
発
給
文
書
七
十
三
通
の
分
析
を
通
じ
て
得
宗
家

公
文
所
の
役
職
を
基
準
と
す
る
得
宗
被
官
の
階
層
分
化
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
得
宗
家
公
文
所
発
給
文
書
は
、
従
来
古
文
書
学
上
で
は
、

「
得
宗
家
公
文
所
奉
行
人
奉
書
」
と
い
う
文
書
名
で
一
括
さ
れ
て
扱

わ
れ
、
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
文

書
機
能
の
検
討
か
ら
、
そ
の
機
能
分
化
の
様
相
を
通
じ
て
公
文
所
機

構
の
拡
大
充
実
と
、
こ
れ
に
伴
う
得
宗
被
官
内
部
の
階
層
分
化
を
考

察
し
て
い
る
。
公
文
所
は
、
北
条
泰
時
期
に
組
織
的
整
備
が
行
わ
れ
、

蒙
古
襲
来
期
の
文
永
・
弘
安
年
間
を
契
機
に
大
幅
な
機
構
の
拡
大
が

見
ら
れ
、
執
事
を
公
文
所
長
官
と
す
る
役
職
の
大
系
も
こ
の
時
期
に

整
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
公
文
所
機
構
の
拡
大
整
備
に
伴
う

変
革
は
、
得
宗
被
官
内
部
に
お
い
て
も
必
然
的
に
公
文
所
役
職
を
基

準
と
す
る
階
層
分
化
を
も
た
ら
し
た
。
執
事
を
世
襲
す
る
長
崎
及
び

こ
れ
に
準
ず
る
諏
訪
・
尾
藤
両
氏
を
執
事
三
家
、
執
事
三
家
傍
流
と

安
東
・
工
藤
両
氏
を
執
事
補
佐
家
と
し
て
、
他
の
得
宗
被
官
と
比
較

し
て
特
権
的
な
支
配
層
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
す
る
。

　
第
三
章
は
、
得
宗
被
官
の
筆
頭
で
あ
る
長
崎
氏
の
考
察
で
あ
る
。

長
崎
氏
は
鎌
倉
幕
府
終
末
期
に
は
、
執
権
を
凌
駕
す
る
専
権
を
恣
い

ま
ま
に
す
る
ほ
ど
の
体
制
を
具
現
し
な
が
ら
も
、
そ
の
出
自
や
家
系

な
ど
の
基
礎
研
究
は
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
長

崎
氏
の
系
図
の
復
元
や
所
領
の
検
出
、
歴
代
執
権
期
に
お
け
る
長
崎

氏
の
活
動
な
ど
の
具
体
的
検
討
を
通
じ
て
長
崎
氏
の
実
像
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
出
自
に
つ
い
て
は
、
平
資
盛
の
後
喬
説
を
否
定
し
て

北
条
氏
の
出
身
伊
豆
国
田
方
郡
北
条
の
近
隣
地
長
崎
を
本
秩
と
す
る

北
条
氏
伊
豆
時
代
以
来
の
郎
従
で
あ
っ
た
と
す
る
。
長
崎
氏
が
得
宗

被
官
中
で
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
契
機
は
、
家
格
秩

序
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
初
期
に
お
い
て
、
得
宗
被
官
の
上
席
に
あ

っ
た
侍
所
所
司
金
窪
行
親
と
得
宗
家
家
令
尾
藤
景
綱
の
補
佐
で
あ
っ

た
長
崎
盛
綱
が
、
行
親
、
景
綱
両
人
没
後
に
両
職
を
兼
帯
し
た
こ
と

に
始
ま
る
。
侍
所
所
司
が
盛
綱
の
子
盛
時
に
継
承
さ
れ
る
頃
か
ら
長

崎
氏
は
、
諏
訪
・
尾
藤
両
氏
と
と
も
に
寄
合
衆
を
形
成
し
て
世
襲
し
、

役
職
が
特
定
の
家
柄
に
固
定
化
し
て
い
き
、
文
永
・
弘
安
年
間
に
は

一
族
の
幕
府
諸
機
関
へ
の
大
量
就
任
が
看
取
さ
れ
る
。
長
崎
氏
の
所

領
支
配
は
強
固
な
も
の
で
は
な
く
、
よ
っ
て
そ
の
権
力
基
盤
は
在
地

領
主
と
し
て
の
経
済
的
軍
事
的
実
力
に
依
存
し
た
の
で
は
な
く
、
幕
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府
要
職
で
あ
る
侍
所
所
司
・
得
宗
家
執
事
・
寄
合
衆
を
世
襲
す
る
家

格
を
保
持
し
た
こ
と
に
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　
第
五
章
・
第
六
章
で
は
、
長
崎
氏
と
共
に
公
文
所
最
上
級
職
員
を

世
襲
し
て
執
事
三
家
を
構
成
し
た
寄
合
衆
の
諏
訪
・
尾
藤
両
氏
の
考

察
を
行
う
。
諏
訪
・
尾
藤
両
氏
に
つ
い
て
も
、
長
崎
氏
と
同
じ
く
系

図
の
復
元
及
び
歴
代
の
鎌
倉
政
権
に
お
け
る
活
動
徴
証
等
を
丹
念
に

追
い
、
特
に
鎌
倉
政
権
最
末
期
の
諏
訪
直
性
と
尾
藤
演
心
の
地
位
権

力
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
る
。
鎌
倉
政
権
後
期
に
な
る
と
、
得
宗

被
官
内
部
に
は
、
公
文
所
役
職
を
基
準
と
す
る
家
格
秩
序
が
成
立
し

て
お
り
、
得
宗
被
官
の
な
か
で
、
公
文
所
要
職
に
就
任
す
る
も
の
を

輩
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
系
が
固
定
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
と

な
る
。
こ
の
要
職
を
世
襲
で
き
る
家
系
と
し
て
、
長
崎
・
諏
訪
・
尾

藤
の
三
家
が
執
事
三
家
と
し
て
高
い
家
格
と
位
置
付
け
ら
れ
、
寄
合

衆
を
世
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
執
事
補
佐
家
と
し
て
、
執

事
三
家
傍
流
及
び
安
東
・
工
藤
両
氏
が
検
出
さ
れ
た
。
得
宗
家
家
政

機
関
に
お
い
て
も
、
幕
府
要
職
就
任
に
看
取
さ
れ
た
よ
う
な
家
格
秩

序
の
形
成
と
特
権
層
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
総
括
と
し
て
、
鎌
倉
政
権
後

期
に
は
、
幕
府
機
関
と
得
宗
家
家
政
機
関
双
方
に
お
い
て
、
役
職
を

基
準
と
す
る
家
格
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
上
級
職
を

世
襲
す
る
こ
と
が
で
き
る
約
五
十
家
の
特
権
層
の
発
生
が
確
認
し
う

る
。
そ
し
て
こ
の
特
権
層
は
、
寄
合
衆
と
し
て
政
権
の
最
高
議
決
機

関
の
構
成
員
に
就
任
し
う
る
十
八
家
と
、
引
付
衆
以
上
の
要
職
に
就

任
す
る
評
定
衆
家
と
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
鎌
倉
政
権
に

お
け
る
家
格
秩
序
で
の
評
定
衆
家
は
、
得
宗
家
家
政
機
関
に
お
い
て

は
、
執
事
補
佐
家
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
そ
の
数
は
三
十
二
家
を
数

え
る
こ
と
が
で
き
、
北
条
氏
・
非
北
条
氏
・
得
宗
被
官
の
合
計
約
五

十
家
が
鎌
倉
政
権
に
お
け
る
特
権
的
上
層
部
と
し
て
存
在
し
た
と
す

る
。　
第
二
部
は
、
三
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
得
宗
専
制
の

成
立
時
期
や
事
件
政
争
の
再
評
価
な
ど
、
当
該
期
の
政
治
体
制
の
具

体
的
考
察
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
弘
安
七
年
五
月
の
い
わ
ゆ
る
「
弘
安
新
御
式
目
」

三
十
八
箇
条
の
分
析
か
ら
、
得
宗
専
制
の
成
立
時
期
を
考
察
す
る
。

「
弘
安
新
御
式
目
」
の
各
条
の
原
型
復
元
と
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
、

そ
の
奏
上
対
象
を
中
心
と
し
て
得
宗
専
制
体
制
成
立
の
問
題
を
追
及

す
る
。
新
御
式
目
は
、
諸
本
の
検
討
か
ら
、
同
日
付
の
発
布
で
は
あ

る
も
の
の
、
元
来
は
、
「
条
々
」
と
題
す
る
十
八
箇
条
と
二
十
箇
条

か
ら
な
る
別
個
の
二
つ
か
ら
な
る
法
令
群
で
、
現
在
の
「
弘
安
新
御

式
目
」
の
前
半
十
八
箇
条
は
得
宗
北
条
貞
時
を
奏
上
対
象
と
し
、
後

半
二
十
箇
条
は
将
軍
惟
康
親
王
を
奏
上
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
確
に
し
た
。
当
該
法
令
群
の
発
布
が
意
図
し
た
も
の
は
、
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時
宗
期
に
将
軍
宗
尊
親
王
を
追
放
し
実
質
的
に
主
従
制
的
支
配
権
を

掌
握
し
て
成
立
し
て
い
た
得
宗
権
力
を
、
法
制
度
の
上
で
確
立
さ
せ
、

得
宗
の
権
力
と
地
位
を
北
条
本
家
の
家
督
に
相
伝
世
襲
さ
せ
る
も
の

と
し
て
鎌
倉
政
権
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
法

令
群
の
立
法
に
よ
っ
て
、
得
宗
は
本
来
将
軍
の
専
権
で
あ
る
統
治
権

的
支
配
権
と
、
主
従
制
的
支
配
権
の
双
方
を
共
に
代
行
す
る
法
的
地

位
を
確
保
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
得
宗
は
、
北
条
本
家
家
督
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
北
条
本
家
家
督
が
世
襲
す
る
将
軍
権
力

の
代
行
者
と
し
て
の
鎌
倉
政
権
の
役
職
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
得
宗
専
制
は
将
軍
権
力
代
行
者
の
執
政
と
し
て
時
宗

期
に
実
質
的
成
立
が
あ
り
、
貞
時
期
の
「
弘
安
新
御
式
目
」
制
定
に

よ
り
法
制
度
の
上
で
も
成
立
し
た
も
の
と
結
論
し
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
鎌
倉
政
権
の
内
訂
で
あ
る
嘉
元
の
乱
の
考
察
に
よ

り
、
貞
時
政
権
の
再
評
価
を
行
う
。
北
条
貞
時
が
平
禅
門
の
乱
で
平

頼
綱
を
倒
し
て
政
権
を
事
実
上
掌
握
し
た
永
仁
元
年
以
来
、
嘉
元
の

乱
の
勃
発
し
た
嘉
元
三
年
に
至
る
ま
で
の
十
二
年
間
の
要
職
就
任
者

の
変
遷
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
政
権
で
の
権
力
争
奪
の
過

程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
貞
時
は
平
禅
門
の
乱
後
、
既
に
形
成
さ

れ
て
い
た
家
格
秩
序
を
含
む
時
宗
政
権
で
の
方
針
へ
回
復
措
置
を
取

っ
た
が
、
次
第
に
自
己
と
従
兄
弟
の
師
時
・
宗
方
三
人
へ
の
権
力
集

中
（
得
宗
家
専
制
）
を
企
図
し
、
政
権
中
枢
の
職
に
就
任
で
き
な
く

な
っ
た
家
と
し
て
抵
抗
す
る
北
条
氏
庶
流
や
執
事
家
と
の
対
立
を
深

め
た
。
両
者
の
対
立
の
動
き
が
激
突
し
た
の
が
嘉
元
の
乱
で
あ
る
と

す
る
。
貞
時
は
北
条
氏
庶
流
を
代
表
す
る
時
村
を
除
い
て
得
宗
家
専

制
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
が
、
反
撃
が
予
想
以
上
に
激
し
か
っ
た
た

め
に
責
任
回
避
の
方
便
と
し
て
宗
方
を
犠
牲
に
し
妥
協
し
た
の
が
乱

の
性
格
で
あ
る
と
す
る
。
嘉
元
の
乱
に
至
る
権
力
闘
争
は
、
得
宗
権

力
が
鎌
倉
政
権
の
主
要
ポ
ス
ト
を
世
襲
的
に
占
め
る
特
権
的
支
配
層

を
そ
の
支
持
基
盤
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
度
形
成
さ
れ

た
家
格
秩
序
を
否
定
し
て
彼
等
に
対
す
る
抑
圧
を
強
め
、
さ
ら
に
自

己
へ
の
権
力
の
集
中
独
占
を
図
ろ
う
と
し
た
貞
時
の
政
治
路
線
が
完

全
に
挫
折
し
た
経
緯
を
示
し
て
い
る
。

　
第
三
章
は
鎌
倉
政
権
最
後
の
高
時
期
に
お
け
る
政
権
の
実
態
解
明

を
目
的
と
し
て
い
る
。
前
半
で
は
歴
代
得
宗
の
官
職
就
任
の
経
歴
を

検
討
し
て
後
期
鎌
倉
政
権
下
に
お
け
る
形
式
主
義
、
先
例
偏
重
主
義

を
指
摘
す
る
。
後
半
は
嘉
暦
の
騒
動
を
考
察
対
象
と
し
て
、
政
権
の

重
要
決
議
が
寄
合
衆
の
合
議
に
よ
っ
て
決
裁
さ
れ
て
い
た
実
態
を
解

明
し
て
い
る
。
高
時
の
執
権
職
辞
任
と
出
家
に
端
を
発
し
た
嘉
暦
の

騒
動
は
、
高
時
政
権
に
お
け
る
権
力
の
所
在
に
つ
い
て
考
え
る
上
で

重
要
な
事
件
で
あ
る
が
、
史
料
不
足
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
十
分

な
研
究
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
高
時
政
権
期
に
お
い
て

は
、
こ
れ
を
支
え
る
執
事
家
な
ど
の
寄
合
衆
は
、
得
宗
が
権
力
独
占
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を
追
求
し
た
貞
時
期
の
苦
い
経
験
か
ら
、
得
宗
個
人
の
積
極
的
政
治

関
与
を
危
険
視
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
高
時
後
任
に
弟
泰
家
の
執
権

就
任
が
拒
否
さ
れ
て
金
沢
貞
顕
が
就
任
し
た
の
は
、
得
宗
へ
の
権
力

集
中
や
得
宗
家
の
分
裂
を
回
避
す
る
た
め
に
、
得
宗
周
辺
の
特
権
集

団
の
利
害
に
よ
る
判
断
が
働
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
検

討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
高
時
政
権
で
は
人
事
権
、
閾

所
処
分
権
、
官
途
推
挙
権
な
ど
の
決
裁
権
が
、
長
崎
高
綱
と
安
達
時

顕
両
名
を
首
座
と
す
る
寄
合
衆
の
合
議
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
結
論
で
は
、
以
上
の
考
察
結
果
を
も
と
に
、
鎌
倉
政
権
に
お
け
る

寄
合
の
位
置
の
変
遷
を
概
括
す
る
。
北
条
氏
の
私
的
会
議
と
し
て
存

在
し
た
寄
合
は
、
得
宗
権
力
の
伸
張
と
と
も
に
発
展
し
、
北
条
時
宗

期
に
将
軍
権
力
代
行
者
た
る
得
宗
時
宗
の
私
的
諮
問
機
関
と
な
り
、

さ
ら
に
鎌
倉
政
権
最
高
決
議
機
関
へ
と
転
換
を
遂
げ
た
と
結
論
し
て

い
る
。
転
換
の
契
機
は
、
弘
安
七
年
四
月
の
北
条
時
宗
卒
去
と
こ
れ

に
続
い
て
発
布
さ
れ
た
「
弘
安
新
御
式
目
」
の
制
定
に
あ
る
と
す
る
。

従
っ
て
こ
の
法
令
発
布
以
後
の
後
期
鎌
倉
政
権
に
お
い
て
は
、
寄
合

が
最
高
議
決
機
関
と
位
置
付
け
ら
れ
、
本
来
将
軍
に
帰
属
す
べ
き
統

治
権
的
支
配
権
と
主
従
制
的
支
配
権
の
二
つ
の
権
限
は
、
事
実
上
の

得
宗
の
代
行
を
経
て
、
寄
合
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
最
高
権
力
が

寄
合
に
集
中
し
た
後
期
鎌
倉
政
権
の
政
治
体
制
は
、
寄
合
合
議
制
と

名
付
け
ら
れ
る
が
、
寄
合
を
構
成
し
た
寄
合
衆
は
、
家
格
秩
序
の
頂

点
に
位
置
す
る
寄
合
衆
家
か
ら
選
出
さ
れ
た
鎌
倉
政
権
の
要
職
を
独

占
す
る
特
権
的
支
配
層
だ
っ
た
の
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
佐
藤
進
一

氏
は
北
条
時
宗
政
権
下
の
文
永
年
間
以
降
を
得
宗
専
制
期
と
し
、
霜

月
騒
動
を
得
宗
専
制
の
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
画
期
と
位
置
付
け
、

第
二
段
階
を
得
宗
専
制
の
完
成
期
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
段
階

は
、
著
者
の
区
分
で
は
得
宗
時
宗
独
裁
期
と
寄
合
合
議
制
期
に
相
当

す
る
、
従
っ
て
著
者
が
序
論
で
分
類
し
た
専
制
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

で
は
、
第
一
段
階
が
主
体
型
、
第
二
段
階
が
シ
ス
テ
ム
型
パ
タ
ー
ン

に
当
て
は
ま
る
と
結
論
す
る
。

　
本
書
は
以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
政
権
後
期
の
政
治
体
制
を
家
格
秩

序
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
究
明
し
、
得
宗
専
制
の
研
究
を
深
化
さ

せ
た
高
い
実
証
性
を
持
つ
研
究
書
で
あ
る
。
一
般
的
に
史
料
が
少
な

い
と
い
わ
れ
る
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
実
証
的
研
究
が

成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
書
に
は
得
宗
専
制
の
究
明
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
別
の
史
実
に

つ
い
て
も
数
々
の
新
説
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
鎌
倉
後
期
の
政

治
史
・
法
制
史
の
分
野
に
お
け
る
研
究
に
莫
大
な
貢
献
を
し
た
こ
と

は
疑
い
な
く
、
中
世
政
治
史
及
び
法
制
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ

て
必
読
の
研
究
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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